
岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金交付実施要綱（商工業者向け） 

 

（趣旨） 

第１条 資源・エネルギー価格高騰等の影響により，エネルギー経費が増大し，経営に大

きな影響を受けている市内中小・小規模事業者の負担軽減を図るため，予算の範囲内に

おいて岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金（以下「支援金」という。）を支給す

るものとし，必要な事項をこの要綱に定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

（１）中小・小規模事業者 別表１のとおり 

（２）商工団体 前条の目的を達するために支援金の支給を行う，岡山北商工会，岡山

西商工会，岡山南商工会，赤磐商工会及び岡山商工会議所をいう。 

（３）商工団体の長 岡山北商工会会長，岡山西商工会会長，岡山南商工会会長，赤磐

商工会会長及び岡山商工会議所会頭をいう。 

 

（支給対象者） 

第３条 支給対象者は，次の各号の要件をすべて満たす中小・小規模事業者とする。 

（１）主たる事業所（※）が岡山市内にある者 

 ※法人の場合： 

登記上の「本店」又は法人が「本社」として位置付けている店舗 

個人事業主の場合： 

本社として位置付けている事業所（店舗等） 

（２）令和４年１月～８月のうち任意の２か月間に岡山市内の事業所で使用したエネル

ギー経費の合計額 (以下，「支援対象経費」という。) が２５万円以上であること。 

（３）今後も事業を継続する意思があること。 

（４）別表３の支援対象外の経費に該当しないこと。 

（５）以下のアからエに掲げる「支援金の支給を受ける者として不適当な者」のいずれ

にも該当しないこと。 

ア 法人または個人事業主（以下，「法人等」という。）が，暴力団（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき，又は法人等の役員等（個人事

業主である場合はその者，法人である場合は役員又は支店もしくは営業所（常時

契約を締結する事業所をいう。）の代表者をいう。以下同じ。）が，暴力団員

（同法第２条第６項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

イ 役員等が，自己，自社もしくは第三者の不正利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

ウ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，もしくは関与して

いるとき。 

エ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながら，これと社会的に非難

されるべき関係を有しているとき。 

 

 



（支援対象経費） 

第４条 支援対象経費は，支援金の支給額の算定に当たって対象となる経費であり，別表

２に記載のもので商工団体が必要かつ適当と認めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，別表３のいずれかに該当する経費は支援対象経費としない。 

 

（支援金の額） 

第５条 支援金の額は，支援対象経費の２０％以内（千円未満切捨て）とし，以下の範囲

内で決定する。  

法人：１００万円（上限）～５万円（下限） 

個人事業主：２０万円（上限）～５万円（下限） 

 

（支給の申請） 

第６条 支援金の支給を受けようとする者は，URL：https://energy.okayama-shinsei.jp/

より次の各号に定める書類を添えてオンラインによる申請を行う。 

（１）対象月のエネルギー経費が確認できる書類(領収書，税理士が確認した経費一覧

（様式第１号）等) 

（２）直近の確定申告書・決算書(収受印のあるもの又はe-Taxの場合は受信通知) 

（３）振込口座の写し（通帳の表面と通帳を開いた１・２ページ目の両方） 

（４）本人確認書類の写し（個人事業主の場合） 

２ 前項の申請受付期間は令和４年１０月２１日から令和４年１２月２３日までとする。 

 

（支援金の申請の制限） 

第７条 支援金の申請回数は同一の事業者について１回限りとする。 

 

（支給決定及び額の確定並びに支援金の支給） 

第８条 商工団体の長は，第６条に規定する申請があったときは，その内容を審査の上，

適正と認めるときは支援金の支給の決定及び額の確定を行い，申請者に対し支援金支給

決定兼支給額確定通知書（様式第２号）により通知し，支援金を支給するものとする。 

２ 商工団体の長は，前項の審査の結果，支給することが不適当と決定したときは，支援

金不支給決定通知書（様式第３号）により，申請者に通知するものとする。 

 

（支給決定の取消し） 

第９条 商工団体の長は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，支援金の支給

決定の全部もしくは一部を取消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき 

（２）第３条に規定する支給対象者の要件に該当しないとき 

（３）支援金の支給に付した条件に違反したとき，又は本要綱に基づく処分若しくは指

示に違反したとき 

２ 商工団体の長は，前項の取消しをした場合において，既に当該支援金が支給されてい

るときは，期限を付して当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

３ 商工団体の長は，前項の返還を命ずる場合には，その命令に係る支援金の受領の日の

翌日から返還の日まで，年３％の割合で算出した延滞金を加え，これらの合計額にその

２割に相当する額を加えた額の納付を命ずることができる。 



４ 第２項の規定による支援金の返還及び前項の規定による加算金の納付期限は，当該返

還及び納付の命令のなされた日から起算して２０日以内とし，期限内に納付されない場

合には，未納に係る金額に対して，その未納に係る期間に応じて年３％の割合で算出し

た延滞金を加え，これらの合計額にその２割に相当する額を加えた額を徴するものとす

る。 

５ 商工団体は，前二項の場合において，やむを得ない事情があると認めたときは，加算

金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。 

 

（支援金の経理等） 

第１０条 支給対象者は，支援対象経費について帳簿及び全ての証拠書類を備え，他の

経理と明確に区分して経理し，常にその収支の状況を明らかにしておかなければなら

ない。 

２ 支給対象者は，前項の帳簿及び証拠書類を本支援金受領の日の属する年度の終了後

５年間，保存しておかなければならない。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めのない事項については，商工団体の長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は，令和４年１０月２１日から施行する。 

 

    

 



別表１ 

 



別表２ 

支援対象経費（支援対象のエネルギー経費（税込み）） 

区分 補足 

① ガソリン ・岡山市内の事業所で事業用に供したものであるこ
と。 
・エネルギー経費であるガソリンや軽油等の燃料代に
関しては，本支援金申請者が「危険物の規制に関する
政令」における「給油取扱所等」から直接購入したも
ののみが対象。 
・原則，領収書や振込明細等の宛名と，オンライン申
請サイトで入力した「申請者名（会社名／個人名／屋
号）」，「代表者名」のいずれかが一致しているこ
と。（第６条関係） 

② 重油 

③ 軽油 

④ 灯油 

⑤ 都市ガス 

⑥ プロパンガス 

⑦ 電気 

⑧ 

その他 
※事業用の車輛・機械
等を動かすための燃料
に限る。 
（例：バイオディーゼ
ル燃料，自動車用水素
燃料） 

 

 

別表３ 
支援対象外経費 ※次にあげる経費は支援の対象の経費になりません。 

・岡山市外の事業所で使用したエネルギー経費 

・事業用に供したエネルギー経費以外の経費 

・販売目的に仕入れた燃料等（ガソリン，重油，軽油，灯油，都市ガス，プロパンガ

ス，電気）や，製品を製造するための原材料として仕入れた燃料等 

・混合油，エンジンオイル，カセットボンベ，添加剤等 

・グループ企業や関連会社，自社の役員や社員等に対して支払ったもの 

・手形払等で支払い実績を確認できないもの 

・他の取引と混在した支払いであって明細等で当該経費が判別できないもの 

・領収書，振込データ，通帳，税理士が確認した経費一覧等，支払いが確認できる書類

が提出できないもの 

・その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められるもの  
 



（様式第1号）

※

※

※

上記のとおり、「1.事業者情報」に記載した事業者の「2.エネルギー経費」と領収書等とを確認しました。

※税理士記載欄を税理士本人が自署した場合は、押印の必要はありません。

エネルギー経費（月別使用額）明細書
（岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金用）

１．事業者情報

事業所名

（屋号等）

法人番号（13桁）

　〒　　　　－　　　　　 岡山市

代表者名

主たる事業所

の所在地

0

重油

軽油

ガソリン

令和4年（ ）月分

令和4年1月～8月のうち任意の2か月間に市内の事業所で事業用に使用したガソリン、重油、軽油、灯油、都市ガス、プロパンガス、電気料

金等の領収書等をもとに記載してください。

すべてのエネルギー経費について、発生主義や現金主義等の統一的な会計基準に基づいて算定すれば、使用月での算定及び支払い

月での算定のいずれも認めることとします。
【使用月での算定の例（発生主義）：７月に使用した電気代、ガス代、ガソリン代等を、８月中に支払った場合、７月分として算定】

【支払い月での算定の例（現金主義）：７月に使用した電気代、ガス代、ガソリン代等を、８月中に支払った場合、８月分として算定】

事業者の税務申告に基づき、各エネルギー経費を何月分の経費として計上しているのかご確認の上、記載してください。

税理士記載欄 所在地（住所）

（税理士）法人名

税理士名

電話番号

月

税理士がエネルギー経費の明細額を確認した場合、エネルギー経費の領収書等の添付又は提示は必要ありません。ただし、「エネル

ギー価格高騰緊急対策支援金」の申請期限から５年間、岡山商工会議所又は岡山市内各商工会から領収書等の提示又は提出を求める

場合がありますので、領収書等は各事業者が保管してください。

㊞

令和　４　年 日

区

令和4年（ ）月分

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

２．エネルギー経費

0

円・・・①+②0

円

円

円・・① 円・・②

円

円

円

プロパンガス

電気

小計

合計

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

灯油

都市ガス

フリガナ

（事業内容）（分類）

令和4年1⽉〜8⽉のうち任意の⽉（２カ⽉分）のエネルギー経費（税込）をそれぞれ記入してください。

（必須条件：25万円以上であること。）

税理士確認書

【注意】・市内の事業所で事業用に使用したエネルギー経費のみ記入してください。
・市外の支店等のエネルギー経費や、事業用以外のエネルギー経費（家事用等）は、対象外です。
・エネルギー経費であるガソリンや軽油等の燃料代に関しては、本支援金申請者が
「危険物の規制に関する政令」における「給油取扱所等」から直接購入したもののみが対象です。

・販売目的に仕入れた燃料等（ガソリン，重油，軽油，灯油，都市ガス，プロパンガス，電気）や，
製品を製造するための原材料として仕入れた燃料等は対象外です。

・混合油，エンジンオイル，カセットボンベ，添加剤等は対象外です

※事業用の車輛・機械等を動かすための燃料に限る。
（例：バイオディーゼル燃料、自動車用水素燃料）



（様式第２号） 

 

令和  年  月  日 

 

（事業者名） 

（代表者名）    様 

 

（商工団体名） 

（商工団体の長 役職・氏名）       

            （公 印 省 略） 

 

支援金支給決定兼支給額確定通知書 

 

令和  年  月  日付で申請のあった岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金に

ついて，審査の結果支給額が確定しましたので，岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援

金交付実施要綱第８条第 1 項の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

支援金支給確定額                 円 

 

支給条件 

１ 次の各号のいずれかに該当するときは，支援金の支給決定の全部又は一部を取り消す

ことがあります。この場合，既に支給した支援金については，返還していただきます。 

（１）偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき 

（２）要綱第３条に規定する支援対象者の要件に該当しないとき 

（３）要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき 

２ 支援対象者は，支援対象経費について帳簿及び全ての証拠書類を備え，他の経理と明

確に区分して経理し，常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。 

３ 支援対象者は，前項の帳簿及び証拠書類を本支援金受領の日の属する年度の終了後５

年間，保存しておかなければなりません。 

４ 支援対象経費について現地調査を求められた際は，これに応じなければなりません。 

 



（様式第３号） 

 

令和  年  月  日 

 

（事業者名） 

（代表者名）    様 

 

（商工団体名） 

（商工団体の長 役職・氏名）       

            （公 印 省 略） 

 

支援金不支給決定通知書 

 

令和  年  月  日付で申請のあった岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金に

ついては，審査の結果，支給しないことを決定しましたので，岡山市エネルギー価格高騰

緊急対策支援金交付実施要綱第８条第２項の規定に基づき通知します。 

 

 


